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申
請
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

財
産
活
用
課
・
☎
⑳
２
１
１
８

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
で
住
宅
が

全
壊
す
る
な
ど
、
生
活
基
盤
に
著
し

い
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
支
援
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象　

り
災
証
明
書
の
り
災
区
分
が

『
全
壊
』『
大
規
模
半
壊
』ま
た
は
や
む

を
得
ず
住
宅
を
解
体
し
た『
半
壊
』の

世
帯

申
請
期
限

▽
基
礎
支
援
金
＝

令
和
３
年
11
月
11
日
㈭

▽
加
算
支
援
金
＝

令
和
４
年
11
月
11
日
㈮

申
込
方
法　

り
災
証
明
書
、
世
帯
全

員
分
の
住
民
票
、
世
帯
主
の
預
金
通

帳
の
写
し
を
も
っ
て
同
課（
本
庁
舎

６
階
）

支
給
額

▽
基
礎
支
援
金
＝
被
害
程
度
、
世
帯

　

構
成
に
応
じ
て
、
３
７
・
５
万
円

　

～
１
０
０
万
円

▽
加
算
支
援
金
＝
生
活
再
建
の
方
法
、

　

世
帯
構
成
に
応
じ
て
、
３
７
・
５
万

　

円
～
２
０
０
万
円

都
市
計
画
の
構
想
の

縦
覧
と
公
聴
会

▼
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
構
想

▽
都
市
計
画
道
路
３
・
５
・
１
０
２
号

　

家
富
町
堀
込
線
の
変
更【
県
決
定
】

▽
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
１
０
６
号

　

川
崎
渡
良
瀬
橋
線
の
変
更【
市
決
定
】

▽
都
市
計
画
道
路
３
・
５
・
１
１
５
号

　

東
武
駅
前
線
の
変
更【
市
決
定
】

▽
都
市
計
画
道
路
３
・
６
・
１
０
３
号

　

伊
勢
町
渡
良
瀬
橋
線
の
変
更【
市

　

決
定
】

構
想
の
対
象
区
域

通
二
丁
目
お
よ
び
南
町
の
各
一
部

縦
覧
期
間　

12
月
８
日
㈫
～
22
日
㈫

／
平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

縦
覧
場
所　

栃
木
県
都
市
計
画
課

（
県
庁
14
階
）、
安
足
土
木
事
務
所
企

画
調
査
課（
伊
勢
町
四
丁
目
）、
都
市

計
画
課（
市
役
所
本
庁
舎
５
階
）

意
見
申
出
書
の
提
出　

構
想
に
意
見

の
あ
る
方
は
、
意
見
申
出
書
に
意
見

の
要
旨
と
公
聴
会
で
公
述
人
と
な
る

意
思
の
有
無
を
書
い
て
、
縦
覧
期
間

内
に
次
の
い
ず
れ
か
に
持
参
ま
た
は

郵
送

※
県
決
定
案
件
は
、栃
木
県
電
子
申

請
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
提
出
も
可
。

▽
栃
木
県
都
市
計
画
課
＝

　

☎
０
２
８
・
６
２
３
・
２
４
６
５

　

〒
３
２
０
―
８
５
０
１

　

宇
都
宮
市
塙
田
一
丁
目
１
―
20

▽
安
足
土
木
事
務
所
＝
☎
㊶
４
１
１
９

　

〒
３
２
６
―
８
５
５
５

市
内
伊
勢
町
四
丁
目
19

▽
都
市
計
画
課
＝
☎
⑳
２
１
６
７

　

〒
３
２
６
―
８
６
０
１

足
利
市
役
所
都
市
計
画
課

▼
公
聴
会

日
時　

１
月
19
日
㈫
／
午
後
６
時
30
分

場
所　

市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

傍
聴
人
の
定
員　

先
着
30
人

※
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は
、

不
開
催
と
な
り
ま
す
。
傍
聴
を
希
望

す
る
方
は
、
開
催
の
有
無
を
事
前
に

栃
木
県
か
足
利
市
の
都
市
計
画
課
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
・

都
市
計
画
審
議
会
の
開
催

▼
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案

①
足
利
佐
野
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

　

開
発
及
び
保
全
の
方
針（
足
利
佐

　

野
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

　

ン
）【
県
決
定
】

②
区
域
区
分
の
変
更【
県
決
定
】

③
用
途
地
域
の
変
更【
市
決
定
】

④
地
区
計
画
の
決
定【
市
決
定
】

⑤
都
市
計
画
道
路
３
・
６
・
１
０
１
号

　

伊
勢
町
本
城
線
、
３
・
５
・
１
０
７

　

号
大
橋
町
赤
松
台
２
丁
目
線
の
変

　

更【
市
決
定
】

⑥
旧
袋
川
風
致
地
区
の
変
更

　
【
市
決
定
】

⑦
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
１
―
１
号

　

足
利
市
南
部
ご
み
焼
却
場
の
変
更

　
【
市
決
定
】

⑧
都
市
計
画
火
葬
場
１
―
１
号
足
利

　

市
斎
場
の
変
更【
市
決
定
】

⑨
都
市
計
画
公
園
２
・
２
・
１
１
７
号

　

利
保
南
児
童
公
園
、２
・
２
・
１
６
０

　

号
利
保
南
街
区
公
園
の
変
更【
市

　

決
定
】

対
象
区
域

①
＝
市
全
域
②
＝
県
町
、
羽
刈
町
、

大
前
町
外
の
各
一
部
③
＝
県
町
、
羽

おいしく残さず食べきろう！

環境政策課・☎⑳２１５１

　外食時の食品ロスを削減する
ため、感謝の気持ちをもって食
事をしましょう。

外食時の
『おいしい食べきり』
全国共同キャンペーン
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Pick Up!

お
知
ら
せ

税

福 

　 

祉

募 

　 

集

子  

育  

て

健 

　 

康

働 

　 

く

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

施 

　 

設

相 

　 

談

3

刈
町
、
大
前
町
、
有
楽
町
外
の
各
一

部
④
＝
県
町
、
大
前
町
外
の
各
一
部

⑤
⑥
＝
有
楽
町
外
の
各
一
部
⑦
＝
野

田
町
の
一
部
⑧
⑨
＝
新
山
町
、
利
保

町
の
各
一
部

縦
覧
期
間

12
月
８
日
㈫
～
22
日
㈫
／
平
日
の
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

縦
覧
場
所

①
～
④
＝
栃
木
県
都
市
計
画
課（
県

庁
14
階
）、
安
足
土
木
事
務
所
企
画

調
査
課（
伊
勢
町
四
丁
目
）、
足
利
市

都
市
計
画
課（
市
役
所
本
庁
舎
５
階
）

⑤
～
⑨
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
本

庁
舎
５
階
）

意
見
書
の
提
出　

案
に
意
見
の
あ
る

方
は
、
意
見
書
に
意
見
の
趣
旨
と
そ

の
理
由
を
書
い
て
、
縦
覧
期
間
内
に

次
の
い
ず
れ
か
に
持
参
ま
た
は
郵
送

※
県
決
定
案
件
は
栃
木
県
電
子
申
請

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
提
出
も
可
。

▽
栃
木
県
都
市
計
画
課
＝

　

☎
０
２
８
・
６
２
３
・
２
４
６
５

　

〒
３
２
０
―
８
５
０
１

　

宇
都
宮
市
塙
田
一
丁
目
１
―
20

▽
安
足
土
木
事
務
所
＝
☎
㊶
４
１
１
９

　

〒
３
２
６
―
８
５
５
５

市
内
伊
勢
町
四
丁
目
19

▽
都
市
計
画
課
＝
☎
⑳
２
１
６
７

　

〒
３
２
６
―
８
６
０
１

足
利
市
役
所
都
市
計
画
課

▼
都
市
計
画
審
議
会

審
議
の
内
容

▽
足
利
佐
野
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

　

開
発
及
び
保
全
の
方
針（
足
利
佐
野

　

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

　
【
県
決
定
】

▽
区
域
区
分
の
変
更【
県
決
定
】

▽
用
途
地
域
の
変
更【
市
決
定
】

▽
地
区
計
画
の
決
定【
市
決
定
】

▽
都
市
計
画
道
路
の
変
更【
市
決
定
】

▽
風
致
地
区
の
変
更【
市
決
定
】

開
催
日
時　

１
月
14
日
㈭
／
午
後
２
時

開
催
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
４
階
特

別
会
議
室

※
非
公
開
と
な
る
場
合
あ
り
。
傍
聴

希
望
者
は
事
前
に
足
利
市
都
市
計
画

課
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

和泉　聡

民
衆
は
そ
の
恩
恵
を
喜
ん
で
嬉
し
げ

で
あ
る
が
、
王
者
の
政
治
は
自
然
で

目
だ
た
な
い
か
ら
、
そ
の
民
衆
は
の

ん
び
り
と
満
足
し
て
い
る
。（
中
略
）

治
者
の
存
在
を
意
識
し
な
い
の
が
、

最
上
の
政
治
で
、
そ
れ
こ
そ
王
者
の

こ
と
だ
と
い
う
」（
２
２
６
頁
） 

　

こ
れ
は
す
ご
い
！
と
私
は
思
わ
ず

心
の
中
で
叫
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

人
々
が
政
治
や
行
政
の
存
在
を
忘
れ

て
し
ま
う
ぐ
ら
い
自
然
に
ま
ち
が
運

営
さ
れ
、
公
平
さ
が
保
た
れ
、
人
々

が
満
足
し
て
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
最
上
の
政
治
で
あ
っ

て
、
あ
れ
を
し
た
か
ら
人
口
が
増
え

た
と
か
、
こ
れ
を
し
た
か
ら
ま
ち
が

活
性
化
し
た
と
か
言
っ
て
い
る
う
ち

は
、ま
だ
ま
だ
だ
よ
、と
孟
子
は
言
っ

て
い
る
の
で
し
た
。 

　

あ
ま
り
に
レ
ベ
ル
が
高
す
ぎ
る
！

と
思
い
つ
つ
、
人
々
か
ら
の
評
価
を

得
る
こ
と
を
一
番
の
目
標
に
置
く
の

で
は
な
く
、
日
々
や
る
べ
き
こ
と
を

や
っ
て
い
く
、
そ
の
結
果
、
人
の
評

価
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
だ
と

得
心
す
る
。
私
が
で
き
る
の
は
、
そ

の
く
ら
い
の
こ
と
だ
な
ぁ
、
と
思
っ

た
の
で
し
た
。 

　

市
長
と
し
て
の
実
績
は
？
と
問
わ

れ
、
あ
れ
を
し
ま
し
た
こ
れ
を
し
ま

し
た
、
と
言
う
と
、
謙
虚
さ
が
足
ら

な
い
と
叱
ら
れ
、
そ
う
か
謙
虚
に
な

ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
反
省
し
て

静
か
に
し
て
い
る
と
、
あ
な
た
は
一

体
何
を
し
た
の
だ
、
実
績
は
な
ん

だ
？
と
問
い
詰
め
ら
れ
る
。
政
治
家

と
い
う
の
は
、
本
当
に
難
し
い
仕

事
だ
な
ぁ
と
、
市
長
に
な
っ
て
以
来
、

常
々
思
っ
て
き
ま
し
た
。 

　

先
日
も
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
折
り
、
毎
朝
読
ん
で
い
る
中
国
の

古
典（
今
は
孟
子
を
読
ん
で
い
て
三

度
目
の
通
読
）の
中
に
、
こ
ん
な
言

葉
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
霸は

じ
ゃ者
の
民

は
驩う

れ
し
げ

虞
如
な
る
も
、
王
者
の
民
は

皥の
び
の
び皥
如し

た
り
。（
中
略
）民
は
日ひ
び

に
善

に
遷う

つ

り
な
が
ら
、
こ
れ
を
せ
し
む
る

者
を
知
ら
ず（
後
略
）」（
１
８
９
章
）

（『
孟
子
・
下
～
中
国
古
典
選
９
』（
金

谷 

治
、
朝
日
新
聞
社
）。
金
谷
さ
ん

の
解
説
は
、
次
の
通
り
で
す
。「
覇

者
の
政
治
は
人
気
取
り
を
す
る
か
ら
、

市長コラム
No.084

最
上
の
政
治

１２月の市税納期
収税課・☎⑳２１２４

▶固定資産・都市計画税（４期）
▶国民健康保険税（６期）

納期限　１２月２８日㈪

　バーコードが印刷されている納
付書は、コンビニエンスストアで
も納付できます。


